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研究要旨 

昨年度は、ウエルシュ菌食中毒の原因食材を明らかにするために、食品におけるウエ

ルシュ菌の汚染実態調査をおこなった。今年度は、食品におけるエンテロトキシン遺伝

子（cpe）保有ウエルシュ菌の汚染実態調査を継続するとともに、家畜・家禽腸内容物

からのウエルシュ菌の検出、都市部河川水からのウエルシュ菌の検出、分離株の分子疫

学的解析、食品中におけるウエルシュ菌の増殖挙動の解析を行った。その結果、家畜・

家禽腸内容物から cpe 保有ウエルシュ菌は検出されず、食肉が本食中毒の原因食品とな

るリスクは低いことが示唆された。また、食品を汚染している cpe 保有ウエルシュ菌は

最高で 78 MPN/100g と非常に低菌量であることが明らかになった。一方、根菜付着土お

よび下水処理場放流水の河川流入域水からは cpe 保有菌が検出され、これらがウエルシ

ュ菌汚染に関与している可能性が示唆された。カレー中のウエルシュ菌の増殖を解析し

たところ、牛肉非添加のカレーでは、ウエルシュ菌の増殖が著しく抑制されることが明

らかになった。本研究班のこれまでの成果から、ウエルシュ菌の汚染源としての食肉の

重要性は、それほど高くないことが示唆されたが、食肉の添加はウエルシュ菌の増殖を

強力に促進するため、ウエルシュ菌食中毒の予防を考える上で、非常に重要な要素であ

ることが明らかになった 

 



Ａ．研究目的 

ウエルシュ菌食中毒はグラム陽性桿菌

Clostridium perfringens によって引き起こ

される食中毒である。ウエルシュ菌は芽胞を

形成するため、調理時の加熱によって発芽し、

加熱によって嫌気状態になった食品中で急

速に増殖するという特徴を持つ。ウエルシュ

菌食中毒は依然発生が続いており、減少の傾

向が認められない。その大きな原因として、

エンテロトキシン（cpe）産生性ウエルシュ菌

の汚染源が明らかになっていないことがあ

げられる。原因食品を明らかにするために、

食品におけるウエルシュ菌の汚染実態調査

がこれまで多く行われてきた。しかし、これ

までの調査にはいくつかの問題点が存在す

るため、原因食品を明らかにできるまでに至

っていない。 

昨年度はcpe保有ウエルシュ菌の汚染源を

明らかにするために、大規模な汚染実態調査

を行った。その結果、従来、ウエルシュ菌の

汚染源として重要視されてきた食肉からは、

cpe 保有株はほとんど検出されず、カレー粉、

香辛料、貝、海産乾物、根菜から cpe 保有株

が多く検出された。この結果から、ウエルシ

ュ菌食中毒の汚染源として、食肉の重要性は

従来考えられていたほど高くはないことが

示唆された。しかし、ウエルシュ菌食中毒と

食肉を使用した料理との関連性が高いのは

事実である。そこで今年度は、家畜、家禽の

腸内容物からcpe保有菌の検出を試みるとと

もに、ウエルシュ菌食中毒が発生しやすい煮

物におけるウエルシュ菌の増殖に食肉の添

加がどのような影響を及ぼすか、カレーを煮

物のモデル食品として使用し、検討を行った。 

さらに、今年度は食品における cpe 保有株

の汚染実態調査を継続して行うとともに、汚

染菌量の推定も行なった。また、昨年度の調

査で、貝や海産乾物における cpe 保有株の汚

染が認められたため、河川水における cpe 保

有株の汚染状況を調査した。これらに加えて、

汚染実態調査で分離された株の遺伝的特徴

を明らかにするために、患者分離株とともに

ゲノム DNAを抽出し、分子系統解析を行った。 

 

Ｂ．研究方法  

[１]食品における汚染実態調査 

食品の汚染実態調査は、基本的に昨年度の

方法で行った。昨年度の方法では、食品によ

っては、PCR 反応が阻害されたため、今年度

は阻害物質の影響を受けにくいPCR試薬を用

いて、試験した。食品を汚染しているウエル

シュ菌数の推定は、最確数法で行った。 

[２]家畜・家禽腸内容物からの cpe 保

有株の検出 

 宮崎県内の食肉処理場から健康畜として

搬入された牛と豚の大腸内容物およびブロ

イラーの盲腸内容物、587 検体を供試した。

検体は、チオグリコール酸培地Ⅱ中で、70℃、

20 分間加熱後、 42℃、 24 時間増菌培

養 し た 。 培 養 後 、 CHROMagar C. 

perfringens に塗抹し、 37℃、24時間、嫌

気培養した。発育したコロニーがウエルシュ

菌であることを確認した後、コロニーPCR で

cpa、cpe の保有状況を確認した。 

[３ ]煮物におけるウエルシュ菌増殖

挙動の解析 

 煮物のモデル食品としてカレーを使

用した。カレーのレシピはカレールーに記載

の方法に従った。作製後、カレーは 42℃まで

冷却し、24時間培養したウエルシュ菌を接種

した。接種菌株は、昨年度の汚染実態調査で

カレー粉・香辛料から分離された 5株を使用
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した。接種菌量は、本年度行った、香辛料

を汚染している cpe 保有株の汚染菌量

の推計結果をもとに決定した。接種後、

1 時間ごとにカレーをよく撹拌した後にカレ

ーを採取し、CHROMagar C. perfringens に塗

抹し、コロニー数を計数した。 

[４ ]河川水および土壌における cpe 保有

株の汚染調査 

河川からの採水試料をストマッカ

ー袋に分取し、75℃で 20 分間加熱後、

試料をフィルターに吸引ろ過した。フ

ィルターは CHROMagar C. perfringens 上

で 37℃で 24±2 時間嫌気培養した。形

成されたコロニーの cpa、cpe 保有状

況をコロニーPCR によって確認した。 

[５ ]分離株の分子系統解析 

本研究班において昨年度および今

年度に分離した cpe 保有株および川崎

市健康安全研究センターで過去に分

離した患者由来株の計 12 株を供試し

た。これらの株の全ゲノムシーケンス

を行い、colA、groEL、sodA、plc、gyrB、

sigK、pgk および nadA を対象とした

MLST 解析を行った。 

 

Ｃ．研究結果 

[１]食品における汚染実態調査 

  煮干し、蕎麦粉から cpe 保有株が検出され

た。土付き野菜では、ごぼう、長ネギ、じゃ

がいもから cpe 保有株が検出された。牛挽肉

からは、昨年度同様、cpe 保有株は検出され

なかった。 

 昨年度の調査で汚染が強く認められたカ

レー粉・香辛料および海産乾物における汚染

菌量の推計を行った。その結果、18 MPN/100g

未満から78 MPN/100g という低濃度の汚染が

認められた。 

[２]家畜・家禽腸内容物からの cpe 保

有株の検出 

 牛、豚、鶏の腸内容物からは、年間

を通じて cpe 非保有株が検出された。

しかし、cpe 保有株は検出されなかっ

た。 

[３ ]煮物におけるウエルシュ菌増殖

挙動の解析 

 カレーにおける増殖挙動を調査し

た。その結果、カレー粉・香辛料に汚

染している少量のウエルシュ菌でも、

牛肉添加カレー中では、培養６時間で

食中毒を引き起こせるだけの菌濃度

に到達することが明らかになった。し

かし、牛肉非添加のカレー中では、ウ

エルシュ菌の増殖は著しく抑制され

た。 

[４ ]河川水および土壌における cpe 保有

株の汚染調査 

下水処理場放流水の河川流入域水

で cpe 保有株が検出された。河川水で

は検出限界以下であった。下水処理場

放流水の河川流入部付近の水では cpe

保有株数が高い可能性があると考え

られた。 

[５ ]分離株の分子系統解析 

今年度解析した菌株は６つのハプ

ロタイプに分かれ、分離された国によ

ってはハプロタイプの偏りは無いこ

と、患者由来株のみで構成されたハプ

ロタイプが確認されたこと、今回分離

および配列決定した食品由来株４株

および下水処理場の河川流入域水由

来株１株はいずれも複数の国で分離

された患者由来株と比較的類似した
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allele のタイプを持つことが示され

た。 

 

Ｄ．考察  

ウエルシュ菌食中毒はカレーやシ

チュー、煮物などで多く発生している。

特に肉類を使用した料理で発生しや

すいと考えられてきた。昨年度の調査

では、鶏肉１検体から cpe 保有株が検

出されたのを除き、牛肉、豚肉から cpe

保有株は検出されなかった。その一方

で、香辛料、カレー粉、貝、海産乾物

などから cpe 保有株が多数検出された。

この結果から、ウエルシュ菌食中毒に

おける食肉の重要性は高くないこと

が示唆された。今年度は、牛、豚、鶏

の腸内容物 587 検体およびひき肉につ

いて調査を行ったが、cpe 非保有株は

検出されるが、cpe 保有株は検出され

なかった。昨年度および今年度の結果

から、食肉、特に牛肉および豚肉がウ

エルシュ菌食中毒の原因となる可能

性は低いと考えられた。しかし、ウエ

ルシュ菌食中毒は食肉を使用した料

理で多発している。そこで、ウエルシ

ュ菌の増殖における食肉の影響を調

べるために、カレー中における、ウエ

ルシュ菌の増殖挙動を検討した。その

結果、牛肉の添加は、ウエルシュ菌の

増殖を強力に促進することが明らか

になった。この結果から、cpe 保有株

の汚染源としての牛肉の重要性は高

くないが、ウエルシュ菌の増殖を著し

く促進するため、食肉（牛肉）の添加

はウエルシュ菌食中毒の予防を考え

る上で、非常に重要な要素であること

が明らかになった。今後、豚肉や鶏肉

を使用した場合についても検討を行

いたい。今回、牛肉の添加によってウ

エルシュ菌の増殖が促進したが、その

原因を明らかにすることはできなか

った。ウエルシュ菌はタンパク質を好

む細菌であるため、牛肉が栄養源とし

て働いた可能性が考えられた。また、

食肉の添加は、酸化還元電位を低下さ

せると考えられているため、嫌気度を

上昇させることによっても増殖をサ

ポートしている可能性が考えられた。 

昨年度の調査では、貝や海産乾物か

ら cpe 保有株が多く検出された。今回

の結果から、下水の河川流入域で cpe

保有株が検出された。この結果から、

河川中の cpe 保有株が貝や海産乾物を

汚染している可能性が示唆された。海

外の研究では、cpe 保有株はヒトが保

菌しており、下水に汚染された河川が、

cpe 保有株の汚染源であるとの報告が

ある。今回の結果は、我が国でも同様

の汚染が生じている可能性を示唆す

るものである。今後、河川におけるウ

エルシュ菌の汚染状況を詳細に調査

し、我が国ににおけるウエルシュ菌の

汚染源を明らかにしていきたい。 

 分離株の全ゲノムシーケンスおよ

び分子系統解析の結果、患者由来株の

みで構成されたハプロタイプが存在

し た 一 方 で 、 患 者 由 来 株 と 近 縁 な

allele を持つ食品由来株および環境

由来株が存在することも示された。こ

れらが食中毒の発生と関連した菌株

である可能性が考えられた。今後は、

分離株とウエルシュ菌食中毒患者由
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来株の遺伝子解析およびジェノタイ

ピングを、より解像度の高い解析方法

によって実施し、菌の動態を疫学的に

考察することによって、ヒトに食中毒

を起こすリスクが高い食品や、食中毒

原因株の汚染源を特定していく予定

である。 

 

Ｅ．結論  

今回の調査結果は、香辛料・カレー

粉や海産乾物がウエルシュ菌食中毒

の汚染源として重要であることを示

唆した昨年度の結果を裏付けるもの

である。一方、今回の結果から、ウエ

ルシュ菌の増殖を促進するという食

肉の新たな重要性が明らかになった。

今後、食肉とウエルシュ菌の増殖につ

いてさらに検討を行い、ウエルシュ菌

が増殖しにくい調理法の開発に繋げ

ていきたいと考える。 

 

Ｆ．健康危険情報  

なし 

 

Ｇ．研究発表  

１．論文発表  

なし 

 

２．学会発表  

なし  

  

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況  

なし 
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